
共通仕様書に対する特記及び追加仕様事項は、下記のとおりとする。

　本工事は、岡山市水道局ホームページに掲載している水道工事共通仕様書（令和7年4月改正）によるものとする。

なお、水道工事共通仕様書の変更事項等は以下のとおりとする。

第1編 共通 第1章 総則のうち1-1-21　建設副産物　第7項においては

　『受注者は、工事完了日までに調査データを「建設副産物情報交換システム（コブリス・プラス）」に入力し、監督員の確認を受け、

 監督員から同システムによる「確認済み」の付与を受ける。

　 また「建設リサイクルガイドライン様式確認完了のお知らせ」付与の電子メールを、紙面にて監督員に提出すること。対象工事は、

  建設副産物の有無及び搬入資材の有無に関わらず、最終請負代金額100万円以上、または建設リサイクル法対象工事とする。 』に変更する。

本工事は、岡山市水道局ホームページに掲載している水道工事施工管理基準（令和6年4月改正）によるものとする。

本工事の交通規制を伴う作業時間中(休息時間を含む)は、交通誘導警備員を適切に配置するものとする。

ので注意すること。契約書別紙に記載した施設以外の施設に持ち込みを行う場合は、事前に監督員と協議を行うこと。

特　　　　記　　　　事　　　　項

ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によらない事項についてはこの限りではない。

特定建設資材廃棄物の処理については、契約締結時に契約書別紙に記載した施設以外の施設に持ち込みを行う場合は、契約違反となる

建設副産物の搬出

本工事から発生する特定建設廃棄物(As切削殻)は、岡山市南区箕島地内の再資源化施設　岡山アスコン㈱

建設リサイクル法の特定建設資材廃棄物について

本工事から発生する特定建設廃棄物(Con塊、As塊)は、岡山市北区福谷地内の再資源化施設　㈱ヨシハラ機工

(片道運搬距離11.2㎞)を見込んでいる。

尚、運搬に先立ち受入条件等を確認し、監督員に報告するものとする。

項　　　　　目

水道工事共通仕様書

水道工事施工管理基準

交通誘導警備員の配置　

上記施設に関する所在地及び運搬距離は、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。

尚、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。

(片道運搬距離7.8㎞)を見込んでいる。

特　　　記　　　仕　　　様　　　書

再資源化等費(処分費及び産業廃棄物処理税相当額)は、見積単価を採用している。



共通仕様書に対する特記及び追加仕様事項は、下記のとおりとする。

建設副産物のうち廃プラスチックの搬出について

本工事から発生する産業廃棄物(廃プラスチック)は、岡山市南区大福地内の中間処理施設　㈲山陽テクノ(片道運搬距離3.7㎞)

を見込んでいる。廃プラスチック処分費(処分費及び産業廃棄物処理税相当額)は、見積単価を採用している。

尚、運搬に先立ち受入条件等を確認し、監督員に報告するものとする。

上記施設及び処分場に関する所在地及び運搬距離は、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。

尚、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。

ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によらない事項についてはこの限りではない。

建設汚泥の搬出 本工事で発生する建設汚泥は、岡山市北区金山寺地内の再資源化施設　中野開発（株）（片道運搬距離14.1km）を見込んでいる。

再資源化等費(処分費及び産業廃棄物処理税相当額)は、見積単価を採用している。

尚、運搬に先立ち受入条件等を確認し、監督員に報告するものとする。

上記施設に関する所在地及び運搬距離は、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。

尚、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。

ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によらない事項についてはこの限りではない。

建設汚泥については、適正な処理を行うこと。また、工事着手前に「建設廃棄物処理計画書」を提出すること。

再資源化施設へ処分する場合は、カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふっ素、ほう素の8項目の試験を行うこと。

ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によらない事項についてはこの限りではない。

建設廃棄物のうち、伐木・伐根材について

本工事から発生する建設廃棄物(伐木・伐根材)は、岡山市北区上高田地内の再資源化施設　日本農工社を見込んでいる。

再資源化等費(処分費及び産業廃棄物処理税相当額)は、見積単価を採用している。

建設副産物の搬出

尚、運搬に先立ち受入条件等を確認し、監督員に報告するものとする。

上記施設に関する所在地は、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。

尚、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。

建設副産物の搬出

特　　　　記　　　　事　　　　項

特　　　記　　　仕　　　様　　　書

項　　　　　目



共通仕様書に対する特記及び追加仕様事項は、下記のとおりとする。

本工事の建設発生土等は、岡山市北区矢坂本町地内の改良土等プラント　㈱竹内組（片道運搬距離5.8㎞）を見込んでいる。

改良土等プラントに関する所在地及び運搬距離は、積算上の条件明示であり、特定の改良土等プラントを限定するものではない。

尚、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。

ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によらない事項についてはこの限りではない。

真砂土 本工事の真砂土は、岡山市北区下足守地内の土場　㈱フジモト（片道運搬距離15.1㎞）を見込んでいる。

土場に関する所在地及び運搬距離は、積算上の条件明示であり、特定の土場を限定するものではない。

尚、受注者の提示する土場と異なる場合においても設計変更の対象としない。

ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によらない事項についてはこの限りではない。

補助工法は、岡山市水道局が別途定める「補助工法標準仕様書・施工管理要綱」に準拠しなければならない。

削孔は地下埋設物の位置を確認（必要な個所は、試験掘で確認）し十分な離隔を保ち、安全でなければ作業を開始してはならない。

地下道沿いで注入作業を行う場合は、注入材が地下道に侵入しないよう厳重に注意すること。

注入に当たっては周辺地盤の隆起または沈下が発生しないように注意すること。また、近接する地下埋設部への変動が起こらないように、

薬液の選定や注入率については、十分検討を行うこと。

支給材料等について 配水管布設工事に使用する鋳鉄管等の支給材料は、岡山市水道局旭東浄水場に隣接する資材置き場(岡山市中区中島)にて支給する。

支給材料の受け出し、返納(搬出・搬入)は平日の8:30～17:00とする。

本工事で使用する支給材材料は令和7年9月1日以降での支給とする。これを考慮した工程とすること。

工事調整について 1.本工事近隣では、岡山市水道局中管路整備課(以下 中管路整備課)発注の水道工事を予定している。

2.近隣での施工となるため、工程、工事範囲等については工事関係者(施設整備課監督員・中管路整備課監督員

　・中管路整備課発注工事施工業者・地元関係者等)と十分に協議し、トラブルのないように施工すること。

項　　　　　目

特　　　記　　　仕　　　様　　　書

建設発生土について

特　　　　記　　　　事　　　　項

補助工法について



共通仕様書に対する特記及び追加仕様事項は、下記のとおりとする。

推進工について  1.一般事項

1）推進中は常時、路面の陥没及び隆起を監視すること。万一、異常が発見された場合には直ちに監督員に連絡し、安全な処置を

講じなければならない。

2）本工事に関する地質調査資料は設計図書の通りであるが、受注者において精査する必要あるいは不足している箇所がある場合は、

　 受注者の責任において十分に調査するものとする。

3）工事区間に存する地下埋設物については設計図書の通りであるが、施工に際してはさらに詳細に調査・確認し、必要に応じて管理者との

　 協議を行い施工の安全を期さなければならない。

4）立坑等は、設計図書に従って設置しなければならない。設計図書通りに設置できない場合には事前に協議し、承認を得てから行うこと。

　 事前承認なしに実施してはならない。

5）工事中は騒音、振動の防止に努めること。また、工事にともなって発生する排水は排水基準を満たすこと。

 2.鋼製さや管方式推進工法

1）本推進区間A,C,Dは水路構築時の杭が存置されている可能性があるため、これを削孔（切断）して推進可能な工法とすること。

2)本推進区間C,Dは、地下埋設物等が輻輳しており、補助工法使用時には地下埋設物等に影響が出る恐れがあるため、

　補助工法を用いた路線防護を行わずに推進施工が可能な工法とすること。（ただし立坑部の坑口防護は除く。）

工事の協力について 本工事は、別途発注の「接合工の部」受注者と工程調整及び施工方法等をよく協議、打合せし協力して施工すること。

また、配水管布設等の施工については受注者にて配水管等を据付るまでを行うものとし、別途発注の「接合工の部」受注者にて鋳鉄管の切断、

管明示テープの取り付け、ポリエチレンスリーブの取り付け、管等の据付時の補助、管の接合及び明示シートの布設を行う。

なお、管の運搬据付、管切断及びポリエチレンスリーブ取り付けのための小運搬、残管の支給場所への返納等は本工事の受注者にて行うもの

とする。

既設管の撤去について 本工事で撤去する鋳鉄管類は、本工事の受注者が岡山市水道局旭東浄水場に隣接する資材置き場（岡山市中区中島）

まで運搬するものとする。

特　　　記　　　仕　　　様　　　書

特　　　　記　　　　事　　　　項項　　　　　目



共通仕様書に対する特記及び追加仕様事項は、下記のとおりとする。

 1.施工管理

1）施工に際しては、施工前に監督員と協議し、施工計画書を作成し、承認の上、実施しなければならない。

2）充填材料は、設計図面記載のとおりとし、その配合は、2.充填材の標準配合　に記載のとおりとする。これを変更する場合は、事前に

　 　  監督員と協議の上、承諾を得なければならない。

3）受注者は、空隙を完全に充填する量・注入時間をあらかじめ算出しなければならない。充填材の注入は、適切な圧力で行い、規定量が

    充填されたことを確認しなければならない。また、注入作業時における充填材の注入量、注入時間、注入圧力の記録を提出すること。

 2.充填材の標準配合

充填材の標準配合は以下のとおりとする。

　推進充填材（推進部A、C、D）

　　　　　　　　　　　　　　配合表（1m3当たり）

　ﾉﾝﾌﾞﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ充填材（推進部B）

　　　　　　　　　　　　　　配合表（1m3当たり）

本工事は、岡山市水道局ホームページに掲載している「岡山市水道局週休２日工事」の実施対象工事（発注者指定型）である。

受注者は、「岡山市水道局週休２日工事（発注者指定型）実施要領」、「岡山市水道局週休２日工事（発注者指定型）特記仕様書」を参照すること。

本工事は、岡山市水道局ホームページに掲載している「熱中症対策に資する現場管理費の補正」を行う試行工事である。

工事現場では熱中症対策を十分に行うこと。

座標管理について 本工事において、監督員の指示する変化点の箇所及び残置仮設物の中心及び端部については座標管理を行うこと。

1.5L

ﾉﾝﾌﾞﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ充填材

300kg

コンクリート混和材(kg)

3.5

混練水(kg)

210

セメント(kg)

320

水

780L

遅延剤

特　　　　記　　　　事　　　　項

充填工について

週休２日の実施について

熱中症対策に資する現
場管理費の補正につい
て

特　　　記　　　仕　　　様　　　書

項　　　　　目



共通仕様書に対する特記及び追加仕様事項は、下記のとおりとする。

交付金対象工事について 本工事は、社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金に基づき交付金を受けるものであることから、

下記の事項について留意し、監督員の指示のもと施工すること。

埋設位置の明示について 本工事においては、下記のとおり埋設位置を測量ピンにより明示すること。

（交付金対象事業） ・測量ピンの打込みは始点、終点、変化点、分岐点など監督員の指示によるものとする。

・ピンの形状は9×5×40、笠は青色で径は26mmとする。

写真管理について 写真管理については、監督員の指示によるものとする。

測点管理について 完工図の平面図に始点、終点、変化点、分岐点などを記載すること。その他監督員の指示によるものとする。

提出資料について 提出資料は以下のとおりとする。

・材料承認願（土工資材に加え全ての管材料）

・納品伝票（土工資材に加え全ての管材料）

・舗装本復旧展開図及び面積集計表

・その他監督員の指示によるもの。

仮設照明設備について 本工事では立坑設置に伴い支障となる街灯架空線を一時撤去するため、その間使用停止となる街灯の代わりとなる仮設照明設備を設置すること。

必要となる費用は、受注者の負担とする。

管まわりの埋め戻しについて 管まわりの埋め戻しは、締め固めをよく行うこと。但し、管の変形等影響を考慮した工法にて埋め戻すこと。

水圧試験について 本工事で布設した配水管の水圧試験は、推進区間毎と、その他の区間で計6回の試験を行う。

水圧試験1回あたり2～3日程度を要するため、これを考慮した工程とすること。

なお、推進区間の水圧試験では、水圧による管路の抜け出しを防止する措置を講じること。

特　　　　記　　　　事　　　　項

特　　　記　　　仕　　　様　　　書

項　　　　　目




















































